
やまなしＧＡＰ認証制度実施要領 

 

 第１条 目 的 

  この要領は、「やまなしＧＡＰ認証制度実施要綱」に基づき、認証制度の実施にあたり必要な事

項を定めるものとする。 

 

 第２条 認証品目 

  本認証制度では、認証対象農産物を青果物、穀物、茶とし、認証区分（青果物、穀物、茶）毎に

認証を行う。 

 

 第３条 認証申請者の要件 

  実施要綱第１５条の規定により認証を取り消され、その取消から１年を経過しない生産者、団

体及び農業教育機関（以下、「生産者等」という。）は、第６条の認証申請を行えないものとする。 

 

 第４条 認証申請及び認証通知、認証取消等 

認証の申請をしようとする生産者等は、やまなしＧＡＰ認証基準の項目を確認の上、やまなし

ＧＡＰ認証（更新）申請書（第１号様式）及び必要書類を添付し、個別生産者は在住地のある所轄

の農務事務所へ、また、団体及び農業教育機関の場合は申請団体及び農業教育機関の事務所等が

所在する所轄の農務事務所に提出する。農務事務所は必要書類が整った場合は申請を受理し、農

政部農業技術課に提出する。 

  ２ 知事は、認証審査会での審議を経て認証する際には、認証通知書（第２号様式）により申請

のあった生産者等に通知する。 

  ３ 知事は、認証取得者の取組が認証基準等に適合していないこと等、不適切な事実が確認さ

れ、かつ改善措置に従わない場合は、認証取消通知書（第３号様式）により認証を取り消す

旨、通知する。 

  ４ 第１項の規定は、認証の更新申請の場合に準用する。 

 

 第５条 認証情報の提供 

   認証取得者は、認証を受けた品目に係る次の情報を提供できるよう努める。 

    (1)認証登録番号 

    (2)認証年月日 

    (3)品目名 

    (4)生産者名及び住所 

    (5)生産栽培状況 

    (6)その他必要な事項 

  ２ 前項の公開は、ホームページ等により行うことが望ましい。 

  

 第６条 認証取得者の内部監査状況の報告 

  実施要綱第１４条の３項の規定により、認証基準の適合状況を確認する内部監査は、認証取得

品目の出荷を終了した日から３ヶ月以内に実施し、内部監査状況報告書（第４号様式）により、所

轄の農務事務所あて提出する。 

 

 第７条 認証登録内容の変更 

  認証取得者は、認証内容に変更が生じた場合には、認証内容変更届け（第５号様式）により、遅



滞なく所轄の農務事務所あて提出する。 

  

第８条 認証マークの表示 

  認証取得者は、別記に定める「やまなしＧＡＰ認証マーク使用基準」に基づき、認証を受けてい

ることを明示することができる。 

  

第９条 申請書類の保存 

   知事は、認証に際し申請案件毎に、次に掲げる事項を記載した一覧表を作成するとともに、 

申請書類を保存するものとする。 

   (1)認証申請の受付年月日 

   (2)認証申請品目 

   (3)生産者等の名称、住所 

   (4)現地審査年月日 

   (5)認証審査会の開催日及び判定に従事した者の氏名 

  ２ 知事は、前項に規定する書類について、県の規定に従い５年間、保存する。 

    

 第１０条 秘密保持義務等 

  書類審査や現地検査等に従事した者は、認証の業務に関して知り得た秘密を、関係者以外に漏

らし、又は自己の利益のためにこれを使用してはならない。 

   

 第１１条 認証取得者の情報の公表 

   知事は、認証取得者の次に掲げる事項を一般に公表する。 

   (1)認証登録番号 

   (2)認証年月日 

   (3)認証品目名 

   (4)認証取得者の名称、問い合わせ先 

  ２ 知事は、実施要綱第１５条の規定により、認証取得者の認証を取消した場合は、次に掲げる

事項を一般に公表する。 

   (1)認証を取消した年月日 

   (2)認証取消品目名 

   (3)取消をした認証取得者の名称及び住所 

   (4)取消理由 

  ３ 第１項及び第２項の規定による公表は、県ホームページ等により行う。 

 

第１２条 苦情等への対応 

   知事及び認証取得者は、本制度により認証を受け出荷した品目に対する苦情や問い合わせ

及び事故（以下、「苦情等」という。）の処理について、適切な対応が可能な体制を整備する。 

 ２ 苦情等への対応は、次に定める責務に応じ適切に対処することとする。 

  (1)知事は、寄せられた苦情等について、責任をもって原因究明を行い、適切に応対する。 

   また、生産者等で対応した苦情等についても対処した内容を把握し、適切な対処方法につ

いて指導を行う。 

  (2)認証取得者は出荷した農産物に関する苦情等について責務を負う。なお、事故が発生した

場合は、出荷した品目の回収等を最優先に行い、事故が広がることのないよう迅速に対処す

るとともに原因を究明し再発を防止する。 

 



第１３条 推進体制 

ＧＡＰ推進委員会、同認証審査会の開催や認証に関する総合調整については、農政部 

農業技術課が行う。なお、生産者等への指導等については、各農務事務所が、関係機関・団体と

連携を図りながら行う。 

 

第１４条 その他 

 その他、認証制度の実施に関する必要な事項は、別に定める。 

 

 附 則 

この要領は、平成２９年７月１日から施行する。ただし、第８条の規定は、平成２９年 

１２月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２９年１２月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成３０年３月２３日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年１１月１４日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年７月２６日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年２月２８日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年３月１０日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する 

附 則 

この要領は、令和８年１月２０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜別記１＞ やまなしＧＡＰ認証マーク使用基準 

 

 第１ 目的 

  「やまなしＧＡＰ認証マーク（以下「認証マーク」という。）」を使用するにあたり、必要な事項

を次に定める。 

 

 第２ 使用の範囲 

    認証マークは次のいずれかの者が使用できるものとする。 

   (1)やまなしＧＡＰ認証制度実施要綱に基づいて認証を受けた生産者等 

   (2)山梨県 

   (3)その他、知事が適当と認めた者 

  ２ 認証マークは、次のいずれかにおいて使用できるものとする。 

(1)認証を受けた品目を、出荷・包装資材や容器等に印刷又は貼付し表示する場合 

(2)認証を受けた品目を、ポスターやＰＲ用のぼり、リーフレット等に印刷し表示する場合 

(3)認証を受けた品目を、生産情報等を提供する際のホームページに表示する場合 

(4)その他、知事が適当であると認める場合 

 

 第３ 使用の管理 

  認証マークを使用する際には、次の管理を行う。 

   (1)第２の２の（１）の場合について、認証を受けた品目に、出荷段階で既に容器包 

装に表示している場合又は小分け用として認証マークを印刷したシール等を同封して出荷し 

た場合は出荷日、出荷先及び出荷量を記録し保存すること。 

   (2)認証マークを用いて、販売促進活動を小売事業者等が行う場合は、制度の認証趣旨を小売 

事業者等に十分理解させること。 

(3)その他、知事が必要であると認める事項 

 

 第４ 認証マークの設定と表示 

  認証マークの仕様（表示色、マークの規格等）については、別記２に定める。 

 

 第５ 使用料 

  認証マークの使用料は、無償とする。 

 

 第６ 報告及び調査 

  知事は、認証マークを使用している者に対して、認証マークの使用状況の報告を求め、調査を行

うことができる。 

 

 第７ 使用の取消し 

  知事は、やまなしＧＡＰ認証制度実施要領第４条の３に基づき、認証を取消した場合、または、

前項により認証マークの使用が適切でないと認めるときは、使用を止めさせることができる。 

 

 

 

 

 

 



＜別記２＞ やまなしＧＡＰ認証マークの仕様 

 

 認証マークのデザインは、以下のとおりとする。 

 縦、横比は、１対１とする。色は、以下の色または単色とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜第１－１号様式＞ 個別生産者用 

                                 発     番 

                                 年  月  日 

 

山梨県知事 長崎 幸太郎 殿 

                             （申請者） 

住 所 

                              名 称 

                              代表者氏名 ［印］ 

 

 

やまなしＧＡＰ認証（更新）申請書 

 

 

 このことについて、やまなしＧＡＰ認証制度実施要領第４条の１の規定に基づき、下記のとおり申

請します。 

 

認証基準 
認証登録番号 

（更新のみ） 
認証区分 品目名 

面 積 

(ａ) 

出荷量 

(ｔ 計画) 
品目別出荷期間 

       

 

申請責任者連絡先 

住 所： 

氏 名： 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

ＴＥＬ：（   ）－（    ）－（    ） 

 

○添付書類 

  ・認証ほ場の地番及び集出荷施設の所在地（一覧）、位置図 

   ＊認証ほ場の地番を、農地ナビ等で即時確認できる場合は位置図の添付不要 

 

 ○提出部数 ３部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜第１－２号様式＞ 団体用 

                                 発     番 

                                 年  月  日 

 

山梨県知事 長崎 幸太郎 殿 

                           （申請団体） 

                              住 所 

                              名 称 

                              代表者氏名 ［印］ 

 

 

やまなしＧＡＰ認証（更新）申請書 

 

 

 このことについて、やまなしＧＡＰ認証制度実施要領第４条の１の規定に基づき、下記のとおり申

請します。 

 

認証基準 
認証登録番号 

（更新のみ） 
認証区分 品目名 

面 積 

(ａ) 

出荷量 

(ｔ 計画) 
品目別出荷期間 生産者数 

        

 

 

○添付書類 

・認証ほ場の地番及び集出荷施設の所在地（一覧）、位置図 

   ＊認証ほ場の地番を、農地ナビ等で即時確認できる場合は位置図の添付不要 

 

 

 ○提出部数 ３部 

 

 

 

申請責任者連絡先 

住 所： 

氏 名： 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

ＴＥＬ：（   ）－（    ）－（    ） 

 

 

 

 

 

 



＜第１－３号様式＞ 農業教育機関用 

                                 発     番 

                                 年  月  日 

 

山梨県知事 長崎 幸太郎 殿 

                           （申請農業教育機関） 

                              住 所 

                              名 称 

                              代表者氏名     ［印］ 

 

 

やまなしＧＡＰ認証（更新）申請書 

 

 

 このことについて、やまなしＧＡＰ認証制度実施要領第４条の１の規定に基づき、下記のとおり申

請します。 

 

認証基準 
認証登録番号 

（更新のみ） 
認証区分 品目名 

面 積 

(ａ) 

出荷量 

(ｔ 計画) 
品目別出荷期間 

       

 

 

 

 

○添付書類 

・認証ほ場の地番及び集出荷施設の所在地（一覧）、位置図 

   ＊認証ほ場の地番を、農地ナビ等で即時確認できる場合は位置図の添付不要 

 

 

 ○提出部数 ３部 

 

 

申請責任者連絡先 

住 所： 

氏 名： 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 

ＴＥＬ：（   ）－（    ）－（    ） 

 

 

 

 

 



＜第２号様式＞ 認証通知 

 

                                  発     番 

                                  年  月  日 

 

申 請 者  名 

                         山梨県知事 長崎 幸太郎 ［印］ 

 

 

やまなしＧＡＰ認証通知書 

 

 

 年 月 日で申請のあったこのことについて、内容等を審査した結果、適当と認められますの

で、やまなしＧＡＰ認証制度実施要領第４条の２の規定に基づき、認定します。 

 

 

認証年月日 認証登録番号 認証基準 認証区分 品目名 認証有効期限 

備  考 

（団体申請の場

合、生産者数） 

年 月 日       

 

 

  ○認証証書を添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜第３号様式＞ 認証取消通知 

 

                                  発     番 

                                  年  月  日 

 

申 請 者  名 

                        山梨県知事 長崎 幸太郎 ［印］ 

 

 

やまなしＧＡＰ認証取消通知書 

 

 

 年 月 日に認証しましたやまなしＧＡＰについて、やまなしＧＡＰ認証制度実施要領第４条

の３の規定に基づき、認証を取消します。 

 

 

認証年月日 認証登録番号 認証基準 認証区分 品目名 
生産者数 

(団体申請の場合) 

年 月 日      

取消の事由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜第４号様式＞ 内部監査状況報告 

 

                                  発     番 

                                  年  月  日 

 

山梨県知事 長崎 幸太郎 殿 

                             （認証取得者） 

住 所 

                              名 称 

                              代表者氏名 ［印］ 

 

 

やまなしＧＡＰ内部監査状況報告書 

 

 

 年 月 日に認証されましたやまなしＧＡＰについて、やまなしＧＡＰ認証制度実施要領第６

条の規定に基づき、内部監査を実施しましたので、その状況を報告します。 

 

認証年月日 認証登録番号 認証基準 認証区分 品目名 認証有効期限 

生産者数 

(団体申請の

場合) 

年 月 日       

 

 

 

 ○添付書類 

  内部監査調書 

 

 

                          ＜内部監査責任者＞ 

                             役 職： 

                             氏 名：        ［印］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜第５号様式＞認証内容変更届け 

                                  発     番 

                                  年  月  日 

 

山梨県知事 長崎 幸太郎 殿 

                             （認証取得者） 

住 所 

                              名 称 

                              代表者氏名 ［印］ 

 

 

やまなしＧＡＰ認証内容変更届け 

 

 

 年 月 日に認証されましたやまなしＧＡＰについて、やまなしＧＡＰ認証制度実施要領第７

条の規定に基づき、次のとおり提出します。 

 

 

認証年月日 認証登録番号 認証基準 認証区分 品目名 

年 月 日     

変更内容 

○次のいずれかの増減や変更について記述する。 

・生産者、ほ場面積、出荷予定量、ほ場位置の変更 

 ・集出荷場の統合等による所在地の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


